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工場立地法届出の手引き（概要版） 
 

■工場立地法の仕組み                            

法のねらい 

 工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的

として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定

規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。 

 

法の骨子 

 

準 則 の 公 表  工 事 着 工 

・ 生産施設、緑地などの環境施設の

敷地面積に対する割合 

・ 緑地などの環境施設の配置 

準則に適合し、周辺の環境保持に支障

がないと認められる場合で、届出が受

理された日から原則として 90 日（最短

で 30 日）を経過した後 

 

届  出  勧  告 

特定工場の新設又は変更をしようとす

る場合 

準則に適合せず、周辺の環境保持に支

障があると認められる場合 

 

 

 

■届出について 

特定工場の新設又は変更をしようとするときは、工場立地法により、届出が受理された日から 90 日

を経過した後でなければ、新設又は変更をしてはならないとされています。 

※実施制限期間の短縮が認められる場合は 90 日を 30 日と読み替えます。 

 

◆新設の届出（法第 6 条、施行令第 1 条、第 2 条）  

製造業（物品の加工修理業を含む。）、電気供給業（水力・地熱・太陽光発電所を除く。）、ガス供給

業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、その規模が下記のいずれかに該当するもの（「特定

工場」といいます。）を新設する場合は、届出を要します。  

 

 

 

なお、用途の変更又は敷地面積もしくは建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合

も同様に届出を要します。 

 

変  更  命  令 

○敷地面積                 9,000 ㎡以上 

○建築物の建築面積の合計      3,000 ㎡以上 
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◆変更の届出（法第 8 条、一部改正法附則第３条）  

○既存工場（昭和 49 年 6 月 28 日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている

工場等）で特定工場の規模を有するものが、昭和49年6月29日以後に下記１～５に係る変更（工

場の増設、スクラップ＆ビルド等）を行う場合は届出を要します。（一部改正法附則第３条）  

 １．製品    ２．敷地面積    ３．建築面積  

４．生産施設面積    ５．緑地及び環境施設の面積並びに配置  

○新設の届出又は上に述べたような届出をしたものが、その後さらに変更をする場合もそのたびご

とに届出を要します。（法第 8 条）  

 

◆変更の届出を要しない軽微な変更（法第 8 条、一部改正法附則第 3 条、施行規則第 9 条）  

○生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更  

○生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積の合計が 30 ㎡

未満のもの  

○特定工場に係る生産施設の撤去 

○特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加  

○緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わない場合 

○特定工場に係る緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の

合計が 10 ㎡以下のもの（保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に

限る。）  

 

◆氏名・名称・住所の変更及び地位の承継（法第 12 条、第 13 条）  

氏名、名称・住所の変更及び地位の承継が行われた場合も届出を要します。  

 ※法人の場合、代表者の変更は届出を要しません。  

 

◆実施の制限（法第１１条）  

届出が受理された日から 90日を経過した後でなければ、原則として工場の新設、又は変更に当たっ

て最初に必要となる埋立工事、造成工事、施設建設工事等は開始できません。 

なお、届出の内容が法第 9 条の勧告の要件に該当しない場合は、必要とみとめられる範囲で実施

制限期間の短縮が認められます。  

 ※実施制限期間は、最短で 30 日に短縮できます。  

◆勧告、変更命令（法第９条、法第１０条）  

届出に係る事項が、生産施設面積や緑地面積の敷地面積に対する割合等について定めた工場立

地に関する準則に適合しない場合等については、届出の日から 60 日以内に勧告を受けることがあり

ます。 また、勧告に従わない場合は、届出の日から 90 日以内に変更命令を受けることがあります。  

 

◆罰 則（法第１６条～第２０条）  

 届出をせず又は虚偽の届出をした場合  

 実施の制限に違反した場合             は、懲役を含む罰則が課せられますから  

 変更命令に違反した場合               ご注意ください。 
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■工場立地に関する準則 

◆生産施設、環境施設の面積率等 

○新設工場 

 
摘     要 

敷地面積に 
対する割合 

面積の測り方 

生 

産 

施 

設 

次のア～エに係る「機械又は装置が設置さ
れる建築物」(工場建屋)又は「屋外の機械
又は装置などの生産プラント」（屋外プラン
ト） 
 
ア・・・製造業における物品の製造工程 

（工修理工程を含む） 
イ・・・電気供給業における発電工程 

（太陽光発電によるものを除く） 
ウ・・・ガス供給業におけるガス供給工程 
エ・・・熱供給業における熱供給工程 
オ・・・電気供給業（太陽光発電に限る） 
 

業種別に 
 
３０％ 

～７５％ 
 
（別表参照） 

（工場建屋） 
建築基準法施行令に定める水
平投影面積 
 
 
（屋外プラント） 
水平投影図の外周によって囲
まれる面積 

環 

境 

施 

設 

緑 
 

地 

・樹木が生育する区画された土地又は
建築物屋上等緑化施設であって、工場
又は事業場の周辺の地域の生活環境
の保持に寄与するもの 
 
・低木又は芝その他の地被植物（除草
等の手入れがなされているものに限
る。）で表面が被われている土地又は
建築物屋上等緑化施設 

２０％
以上 

 
緑地面
積のう
ち重複
緑地等
は 1/4
以内 

 
 
 
 
２５％ 

以上 
 
環境施
設のう
ち敷地
面積の 
１５％ 
以上の
面積を
敷地周
辺に設
置 
 

（樹林地の場合） 
原則として区画の面積 
 
（低木地、芝生地等） 
低木又は芝生等で表面が被わ
れている面積 

緑
地
以
外
の
環
境
施
設 

噴水、水流、池その他の修景施設、
屋外運動場、広場、屋内運動施設、教
養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発
電施設、工場又は事業場の周辺の地域
の生活環境保持に寄与することが特
に認められるもの 

 

（修景施設、屋外運動場、広場） 
区画された土地の面積 
 
（屋内運動場、教養文化施設、
太陽光発電施設） 
建築物の水平投影面積 
 
（雨水浸透施設） 
区画された土地の面積（当該施
設が地表に出ている面積に限
る。） 

※「重複緑地等」とは、①規則第 4 条に規定する「緑地以外の環境施設」以外の施設又は同条第 1
号トに掲げる施設と重複する土地、及び②規則第３条に規定する建築物屋上等緑化施設、のこと

です。（パイプの下の芝生、下が駐車場の藤棚、駐車場の緑地、屋上の緑地、壁面の緑地等） 
※既存工場（昭和４９年６月２８日に設置されている工場又は設置のための工事が行われている工場

等）については、緩和措置があります。（３８ページ参照） 
※工業団地で、工場敷地面積、緑地面積、環境施設面積について、工業団地全体で判断することが適

当と認められるときは、特別な扱いをすることがあります。（団地管理者が事前に県に特例適用申

請をする必要があります。） 
※都市計画法第８条第１項第１号の工業専用地域については、知多市工業立地法準則条例(平成２５

年４月１日施行)で、緑地率５％以上、環境施設の面積率１０％以上としています。 
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別表（業種区分別の敷地面積に対する生産施設面積割合） 

 

業   種   の   区   分 

敷地面積に対 

する生産施設 

の面積の割合

(%) 

第１種 

化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業 

石油精製業 

コークス製造業 

ボイラ・原動機製造業 

３０ 

第２種 伸鉄業 ４０ 

第３種 
窯業・土石製品製造業（板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、

ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。） 
４５ 

第４種 
鋼管製造業 

電気供給業 
５０ 

第５種 
でんぷん製造業 

冷間ロール成型形鋼製造業 
５５ 

第６種 
石油製品・石炭製品製造業（石油精製業及びコークス製造業を除く。）

高炉による製鉄業 
６０ 

第７種 

その他の製造業 

ガス供給業 

熱供給業 

６５ 

 

 

■届出手続き 

◆届出工場の所在地が知多市の場合は、知多市役所企業立地課に提出してください。 

（届出にお越しの際は、事前に電話連絡をいただきますようお願いします。）   

 

 知多市役所 商工振興課 

 〒478-8601 知多市緑町１番地 

 TEL：（代表）0562-33-3151 内線 403  FAX（0562）32-1010 

    (直通) 0562-36-2663 

 E-mail：shoukou@city.chita.lg.jp 


